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消費者庁の措置命令に関してのお詫びと報告 

 
  株式会社市進ホールディングスおよびグループ会社の株式会社ウイングネットは平

成 23 年 4 月 26 日、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）第六条

に基づく措置命令を受けましたので、お知らせいたします。 
  なお、今回の措置命令を真摯に受け止め，今後再びこのような事態を引き起こすこと

のないよう、管理体制の整備・強化と役職員の教育・指導を行うとともに、更に一層、

企業倫理の確立と業務執行の厳正を期して、各方面の御信頼の回復に全力を傾注する所

存であります。 
 
１ 措置命令に至った経緯 

（１）株式会社市進ホールディングスに関して 
①平成 22 年 5 月及び 10 月に制作したパンフレット、6 月から 8 月に配布したチラシ

においての平成 22 年度の合格実績の表示は、市進グループの合格者のほかに、ウイ

ングネット加盟校におけるウイングネット映像授業の受講生の合格者を加算したも

のであったが、その説明が表示されていなかった。 
②平成 22 年 4 月から 12 月に掲出した大学合格実績ポスター、ウェブサイトにおいて

の平成 22 年度の合格実績の表示は、市進予備校、市進学院の合格者のほかに、ウイ

ングネット加盟校におけるウイングネット映像授業の受講生、および市進グループ

個別指導部門（個太郎塾、市進チューターバンク）の合格者を加算したものであっ

たが、その説明が表示されていなかった。 
 （２）株式会社市進ウイングネットに関して 

平成 22 年 4 月以降ウイングネット加盟校を通じて配布したパンフレット及び同年 6
月以降にウイングネット加盟校内に掲示されたポスターにおいての平成 22年度の合格

実績の表示は、ウイングネット加盟校におけるウイングネット映像授業の受講生の合

格者を加算したものであったが、ウィザスが経営する学習塾の合格者にはウイングネ

ット映像授業を受講していなかった者も含まれていた。 



 
２ 措置命令の概要 

当社は、平成 23 年 4 月 26 日付「不当景品類及び不当表示防止法第 6 条に基づく措

置命令」において、上記の表示が実際のものよりも著しく優良であるものと示すもの

であり景品表示法に違反するものである旨、一般消費者の皆様への周知徹底を行い、

当社社内での再発防止策の実施と当社役員及び従業員への周知徹底等を命じられてお

ります。なお、株式会社市進ホールディングスは平成 22 年 12 月以降、株式会社市進

ウイングネットは平成 22 年 9 月以降、大学合格者数の表示につきましては自主的に訂

正をいたしております。 
 

３ 再発防止のための施策（市進教育グループ全体の施策） 
今後は再発防止のため、以下のような大学合格調査体制の整備と担当者への指導

を徹底致します。 
(1)市進ウイングネット加盟校に対する合格者の調査方法 
合格者を正確に把握するために、市進ウイングネット加盟校に対して合格者数の報

告を求める場合には、ウイングネット講座受講履歴を確認し、そのリストを台帳とし

て合格者の調査を致します。 
(2)市進ウイングネット加盟校からの合格者データの受領と受講確認 
合格者のデータを正確に登録するために、市進ウイングネット加盟校から合格者の

報告を受ける際には、その合格者がウイングネット受講者であることを照合し、ウイ

ングネット不受講者が合格者としてカウントされないように注意致します。 
(3)合格者数表示の際の注釈添付 
今後、市進教育グループとして広告に大学合格者数を表記する場合には、以下の文

言を注釈として添付致します。｢合格者数は市進教育グループ(市進学院、市進予備校、

個太郎塾、市進チューターバンク、市進ウイングネット受講生)および市進ウイングネ

ット加盟校受講生、個太郎塾加盟校受講生の合計です。市進ウイングネットは市進教

育グループの他全国の加盟校に配信している映像授業です（合格調査対象加盟校数も

併記）｣。以上の表記により、大学受験生やその保護者に対し誤解のないように致しま

す。 
(4)市進ウイングネット加盟校独自の HP（ホームページ）合格者表記の指導 
市進ウイングネット加盟校が、独自の HP に市進ウイングネットの合格実績を掲出

する際には、掲載合格者数に誤りがないこと、上記(3)の注釈を必ず添付することを文

書で伝えるとともに掲出後の検証を周知徹底致します。 
                       
４ 今後の見通し 

この措置命令による業績への影響については、現在調査中であります。業績に重大

な影響が見込まれる場合は速やかに情報開示いたします。 
以上 


